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『市民後見人・生活支援員養慮研修会』
事前説明会について

近年、認知症高齢者の増加など様々な理由によって、成年後見
制度等の利闘が求められています。
認知症や障がいがあっても地践で安心して暮らしていく乙とができ
るよう、判断能力が十分でない人の生活を身近な立場で支揺する
「市民後見人」や『生活支援員」を養成するため上記のとおり研修舎
を開催します.
研修舎に先立ち‘事業の趣旨をご理解いただくため、事前説明会
を開催します.皆様のご参加をお待ちしております。

古市民後見人等聾成研修会の受講を申し込むためには、下記のいずれかの事前説明会に・
』参加いただく必要があります白

時

. ，，' 

. 事前説明会J日程 (同一肉容で2回開催)

第1回 平成24年 1月'14日(土〉 午前10暗~正午
]い言サLかをお選びください

第2回: 平成24年 1月1，~日(木〉午後1時30分......3時30分

揚いきいき広場 3階会議』で研修室A

①高浜市内仁在住・在勤で、今後地域の福祉に貢献しようとお考えの万
象 ※市外在住の揚合は、ご相談ください。
②会場まで何ら0の手段で来ることができる方
③研修会の全日程に出席できる万 . 

容①成年後見制度の概要と市民後見人の役割
②市民後見人・生活支援員聾成研修会の受講について など

参加費無料

申込万法下記電話番号へお聞合せください

申込・
聞合せ先

いきいき広場内介護保険グループ
連絡先:0566-52-9871

※事前説明会!こ参加され疋方に貰成講座受講申込書をお渡しレます。
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高浜市市民後見人養成研修の課程(予定)

全50時間(うち、市職員講師10時間、説明会①と②各2時間を含む)
時限① 9 時 00~10 時 50 時限②:11 時 OO~12 時 50 時限③ 14時00----15時50

期日 時間 科目
， 

講師 所属

1月 10時 市民後見人説明会① 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
14日 "、d 後見制度と市民後見人 ター理事長
1月 13時 市民後見人説明会② 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
19日 30~ 後見制度と市民後見人 タ一理事長

① 後見人の使命と役割 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
l月 ター理事・畏
28日 ② 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
土 ター理事長

③ 特別養護老人ホーム、 実習

ケアハウス見学

① 後見等申立と審判までの流 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
2月 れ タ一理事長
04目 ② 知的障害の人の特性と接し 山口宋樹氏 社会福祉士.NPO法人ポパイ
土 方 理事

③ 障害者自立支援法について， 市職員

① 名古屋家庭裁判所岡崎支部 実習
2月 見学

09日 ② IJ 11 

木
@ 国連「障害者の権利条約」と 土屋葉氏 愛知大学文学部教員
圏内の動き

① 認知症の人の特性と介護家 尾之内直美氏 公益社団法人認知症の人と

2月 族の現状 家族の会愛知県支部代表

18日 ② 信頼関係と紛争の予防 浅井正氏 弁護士・愛知大学法科大学院
土 院長
@ 高齢者・障害者に対する虐待 市職員
防止について

① 後見・保佐・補助業務の具体 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
2月 的事例[1 J タ一理事長
23日 ② 財産管理と事務報告書の作 石川| 徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
木 成 タ一理事長
③ 生命倫理と終末期医療の諸 勝文義直氏 名古屋医専校長

問題

① 後見・保佐・補助業務の具体 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
3月 的事例 [2J タ一理事長

03日 ② 成年後見制度に関する民法 松永圭太氏 弁護士・愛知県弁護士会
土 の規定と後見人の法的責任

③ 生活保護を利用するため 市職員

生活支援員吃ついて 社協

① 精神障害者の特性と接し方 樋渡敏氏 精神保健福祉士・メンタルヘルス跡。

3月 ートセントサーピス管理責任者

08日 ② 人生・生活の質 (QOL)と 石川徹氏 NPO法人名古屋成年後見セン
木 身上監護 タ一理事長

③ 住宅改修(福祉用具)と高齢 市職員

者医療について

① 契約、消費者保護、相続につ 松永圭太氏 弁護士・愛知県弁護士会

3月 いて J 

17日 @ 認知症治療の現状と在宅療 伊藤光保氏 医師・在宅療養診療所伊藤

土 養 医院院長
@ 介護保険制度について 市職員




